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船舶事故調査報告書 

 

令和４年８月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 浸水 

発生日時 令和３年１２月６日 ００時４０分ごろ 

発生場所 北海道函館市臼尻
うすじり

漁港東方沖 

 恵山
え さ ん

岬灯台から真方位０２９°１０.１海里（М）付近 

 （概位 北緯４１°５７.７′ 東経１４１°１７.６′） 

事故の概要  漁船第１１富栄
とみえい

丸は、操業中、機関室に浸水した。 

 第１１富栄丸は、主機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過 令和３年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第１１富栄丸、９.７トン 

 ＨＫ２－２１７４３（漁船登録番号）、個人所有 

 １８.６５ｍ×３.９４ｍ×１.６９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、船内機、４５０kＷ、平成１７年７月４日 

 第２０２－９６２２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ４９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成４年１０月２日 

  免許証交付日 平成２９年６月２２日 

         （令和４年１０月１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機及び発電機等に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 南東、波高 約１ｍ 

 事故の経過 本船は、船長ほか甲板員３人が乗り組み、令和３年１２月５日２０

時００分ごろ臼尻漁港を出航後、同漁港東方の刺し網漁の漁場に到着

するとともに、他の漁港からも出航して来た複数の漁船と合流して船

団を形成し、全船一斉に幾重にも仕掛けてある刺し網列に沿って南南

東進しながら操業を開始した。 

本船は、刺し網列上で、仕掛けてあった自身の刺し網の揚網を終

え、船長が船橋で操船して前進するとともに別の網を船尾から敷設

（投網）していたところ、６日００時４０分ごろバッテリで作動する
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ＬＥＤ照明を残して暴露甲板及び付近の海面を照射する全ての水銀灯

等が一斉に消灯した。 

船長は、発電機等に異状が生じたものと考え、船橋内に備え付けら

れた機関室内監視装置（テレビカメラ）のモニタ映像を見たところ、

機関室の左舷天井付近から発電機に水が激しく降り掛かっていること

を認めた。 

船長は、直ちに機関室に入って確認したところ、既に海水が機関室

内に溜まり始め、海水の流入原因が分からず、流入が止まりそうにな

かったので操業の継続を断念し、甲板員に刺し網の切断を指示し、船

団無線を用いて機関室に浸水が発生した旨を伝えた。 

船長は、沈没等の最悪の事態に備えて甲板員と共に僚船に移乗する

目的で、放棄した刺し網の一端が本船から離れたのを確認した後、航

行していた刺し網列から右側２列目、距離にして約０.５Ｍの刺し網

列で操業中の僚船付近まで移動することとした。 

甲板員らは、船長の指示により機関室に入って防水措置を施そうと

したところ、左舷上部の壁に設置されている貫通金物（以下「本件金

物」という。）からの海水の流入を認めたものの、海水流入の勢いが

強く、また‘本件金物内を通る１本の黒色ケーブル’（以下「本件 

ケーブル」という。）の存在により止水を断念し、海水の流入を止め

ることができない旨を船長に報告した。（写真１参照） 

 

写真１ 機関室内から見た本件金物及び本件ケーブル 

本船は、０１時１０分ごろ本船が僚船の左舷に接近し、直ちに甲板

員３人が僚船に移乗するとともに、船長が機関室内を再確認し、海水

が主機上端まで到達していることを見届けて思案していたが、船団長

等に促されて僚船に移乗した。 

船団長は、本船の乗組員が僚船への移乗を無事完了したことを確認

した後、所属する漁業協同組合に通報し、同組合担当者が１１８番通

報を行うとともに、臼尻漁港ほか複数の漁港に所属する漁業事業者数

社に救援を依頼した。 

本船は、船長を始め乗組員、船団所属船、及び来援した複数の僚船

が見守る中、船尾から沈み始め、０４時０７分ごろ左舷方に横倒しと
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なった後、転覆した。 

本船の乗組員は、０５時３０分ごろ巡視船の到着を機に、別の僚船

に再び移乗した後、臼尻漁港に戻った。 

本船は、海上保安庁の指示に従い、所属する漁業協同組合の担当者

が手配した引船により転覆した状態のままえい
．．

航が開始され、後日、

臼尻漁港に到着した後に陸揚げされて廃船処分となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、平成３０年７月に本船を中古で購入後、自身の操業体制に

併せて改造を行い、同１２月に日本小型船舶検査機構の初回検査（第

１回定期検査）を受けて使用していた。 

船長は、暴露甲板から高さ約３００mm の位置に作業床面として、幅

約２２５mm、厚さ約２５mm の杉板が全面に渡り敷
し

き詰められており、

暴露甲板の点検等を行う必要性を感じなかったので、本船の購入以降

に敷板を取り外したことが無く、本件金物及び本件ケーブルの存在を

知らなかった。（写真２参照） 

 

写真２ 本件金物及び敷板等の配置 

船長は、漁師としての経験が約３０年あり、本事故発生直前も含め

て操業中、時折、機関室内に入って異状がないことを確認していた。 

船長は、機関室内で冷却海水の漏えい
．．

が生じた場合や、刺し網に想

像以上に魚が掛かった場合など、それらの異常に対処する自信があっ

たものの、本事故時には為
な

す術
すべ

が無く、本事故後、本件金物等の存在

を知り、設置箇所の移動等を行うべきであったと考えた。 

本船は、後日、船長の証言を基に海上保安庁担当官及び保険組合の

担当者等により調査が行われ、その結果が次の通りであった。 

(1) 本件ケーブルは、操業中、右舷船首側に装備してあるネット

ホーラ付近で使用していた主機のリモコンケーブルと判明した。 

(2) 本船は、片舷に七つ装備されている排水孔（スカッパー）のう

ち、‘左舷の船首側より１か所目及び２か所目の排水孔’（以下

「本件排水孔」という。）の開口部が海面に向かって設けられて

おり、ここから多量の海水が暴露甲板上に流入した可能性が高い

と推測された。（写真３参照） 
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写真３ 本件排水孔（左舷船首側） 

(3) 本船は、搭載された刺し網及び漁獲物により船首側が沈下する

とともに、投網により船尾側が浮いたので、主に船尾側に装備さ

れている排水孔が海水を排出できなくなって船首側暴露甲板に海

水が滞留し、やがて海水が本件金物内に流入して機関室内に浸入

したものと推測された。 

(4) 機関室内の海水系統配管及び船尾管軸封装置は、破損、外れ及

び緩み等が無く、各部からの漏えい
．．

が認められなかった。 

本件金物は、呼び径５０Ａのステンレス製ロングエルボ管等を用い

て作製されたものであり、機関室左舷側壁に開口部を設けた後、ＦＲ

Ｐ補修材等を用いて同壁に接着されていたものの、金物内に詰め物な

どで機関室内への海水等の流入を防ぐ措置が施されていなかった。 

本件ケーブルは、本船建造時、主機遠隔操縦装置の製造会社により

本船建造会社（以下「Ａ社」という。）最寄りの機関整備会社に納品

されたものであった。 

本船は、建造当時の記録によれば、Ａ社が船体を建造した後、機関

艤装及び電機艤装が当時の船舶所有者が手配した各社に委ねられたの

で、Ａ社がそれらの艤装に関与していなかった。 

Ａ社担当者は、機関室左舷側壁に本件金物を設置した会社、時期及

び工法等の記録が自社に存在していなかったものの、本件金物の設置

状況等を勘案した結果、船体の完成後又は就航後に何れかの会社が設

置した可能性が高いと推測した。 

Ａ社担当者は、本件排水孔に関し、最近建造されている漁船には装

備されていない形状のものであるが、取付け等が綺麗なので自社（建

造時）で設置したものであり、海水を暴露甲板に流入させて甲板上の

ゴミなどの排出を促す目的で、海面に向けて開口したものを採用した

可能性があると推測した。 

本船は、１cm あたりの排水量（ＴＰＣ）がふだん航行する喫水レベ

ルで約０.５８トンとされ、漁具（刺し網）及び漁獲物等の合計約 
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２４トンを船首尾均等に積載した状態で、船橋付近の喫水線が排水孔

付近に到達するものであった。（写真４参照） 

 

写真４ 本船の推定喫水線等 

本船は、船長が購入以降、漁獲に恵まれなかったものの、令和３年

１０月から始まった今期の漁が比較的好調で、本事故当時、希
まれ

に見る

大漁となり、２組の刺し網を用いて操業を行う都合上、船首側に漁獲

物及び漁具（刺し網長さ約５,０００ｍ、推定重量合計約１７ｔ）の

大半を、船尾側に別の漁具（同約４,０００ｍ相当、推定重量約２

ｔ）をそれぞれ搭載していた。 

本船は、機関室天井等に設置された複数の貫通金物を通じて操舵室

等への各種電線が敷設されていたが、幾つかの貫通金物の内部に詰め

物などが施されておらず、電線が剥き出しの状態であった。 

北海道胆振
い ぶ り

地方で停泊する複数の漁船は、本船同様の排水孔形状及

び本件金物と同等の機関室貫通金物を有しており、本事故後、船長の

知人が同地方で購入した中古漁船に対し、同金物の位置を高い場所に

移すなどの改造が急遽
きょ

施工された。 

（付図２ 本船の載荷状況ほか（参考）、付図３ 本件金物等の設置

状況（参考）、写真５ 配線状況（操舵室－機関室間）（機関室側よ

り撮影） 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、操業中、船首側に偏って搭載された漁獲物及び刺し網によ

り船首側が沈下し、また、本件金物に防水措置が施されていない状況

下、船長が本件排水孔から暴露甲板に海水が流入し始めていることを

知らずに船尾から別の刺し網を敷設し始めたことから、さらに船首側

が沈下し、暴露甲板への海水流入が激しくなって十分に排水できなく

なり、海水が本件金物から機関室内に浸入したものと考えられる。 

本船は、３基の魚倉及びネットホーラが船首側に集中して装備され



- 6 - 

ており、操業手順の都合上、揚網した刺し網を船首側に搭載せざるを

得なかったことから、希に見る大漁となった本事故の際、船首側に載

荷重量の偏りが生じ、船長の想定以上に船首側半分が沈下した可能性

があると考えられる。 

本船は、本件排水孔が海面向きに開口されており、その他の排水孔

が主に船尾側に配置されていたことから、船尾が過度に浮いた際、多

量の海水が暴露甲板に流入するとともに、暴露甲板に滞留した海水を

十分に排水できなくなった可能性があると考えられる。 

船長は、暴露甲板上の点検等を行う必要性を感じず、作業甲板の敷

板を取り外したことがなかったことから、本件金物の存在及び防水措

置の不備に気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が操業中、船首側に偏って搭載された漁獲物

及び刺し網により船首側が沈下し、また、本件金物に防水措置が施さ

れていない状況下、船長が本件排水孔から暴露甲板に海水が流入し始

めていることを知らずに船尾から別の刺し網を敷設し始めたため、更

に船首側が沈下し、暴露甲板への海水流入が激しくなって十分に排水

できなくなり、海水が本件金物から機関室内に浸入したことにより発

生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漁船の船長は、自船の１cm 当たりの排水量を把握して喫水を常

に留意するとともに、ふだんより多くの漁獲物を搭載する際、船

首側及び船尾側に均等に積載を行い、排水孔から海水を暴露甲板

に流入させないこと。 

・中古漁船を購入した船舶所有者及び船長は、購入後速やかに、暴

露甲板及び機関室囲い壁等に存在する開口部や貫通金物等を点検

し、特に貫通金物には防水措置（詰め物等）が講じられ、十分に

機能していることの確認を行った後、定期的に防水措置の点検を

行うこと。 

・作業床面として敷板を甲板上の全面に敷き詰めている小型船舶の

船舶所有者は、定期的に床板を取り外して暴露甲板の状況等を確

認することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

付図２ 本船の載荷状況ほか（参考） 

 

事故発生場所 

（令和３年１２月６日 

 ００時４０分ごろ発生） 
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付図３ 本件金物等の設置状況（参考） 

 

 

 

写真５ 配線状況（操舵室－機関室間） 

   （機関室側より撮影） 

 

 


